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週休２日制工事（土木系）の本格実施について（通知） 
 
 

建設業界では、若⼿や⼥性技術者の確保・育成を中⼼とした将来の担い⼿確保が重
要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善のため、豊⽥市ではこれま
で週休２日制⼯事を試⾏実施してまいりましたが、令和４年度から本格的に実施する
ことといたします。 

週休２日制⼯事に関しましては、豊田市ホームページ掲載の『豊田市週休２日制工
事実施要領』の内容を⼗分ご理解いただき、ご協⼒をお願いいたします。 
 
 

記 
 
１ 週休２日制工事（土木系）の概要  

週休２日制⼯事とは、休⼯の曜日及び理由にかかわらず⼯事現場を完全閉所し、対象
期間の全日数の２８．5％（８／２８）以上を休⼯とする⼯事をいう。 

また、要領の条件を達成できた場合は、「①⼯事成績評定の評価」「②取組証の発⾏」
「③経費の補正」を⾏う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 対象工事  
(1) 発注者指定型 

発注者が指定する⼯事を対象とし、⼯事名の末尾に「（週休２日制⼯事）」の追記
及び特記仕様書に対象となる旨を記載された⼯事とする。 

 
(2) 受注者希望型 

発注者指定型以外の全ての⼯事を対象とし、特記仕様書に対象となる旨を記載した
⼯事とする。ただし、発注者が週休２日制⼯事に適さないと判断した⼯事は除く。 

【試⾏からの変更点】  
 旧（完全週休２日制）            新（週休２日制） 
 

 
【完全週休２日制】 
休⼯対象日 
原則、土、日曜日及び祝日に 

休⼯を実施 

【週休２日制】 
休⼯対象日 
休⼯の曜日及び理由に 

かかわらず休⼯を実施



 

３ 経費の補正・工事成績評定の評価  
・当初設計書の積算は、週休２日を加味しない通常の設計書と同様とし、週休２日を達成

できた場合は、休⼯状況に応じて最終変更時に経費（労務費、機械経費、共通仮設費・
現場管理費）の補正を⾏う。 

・週休２日取得率が28.5％（8/28）以上できた場合は、⼯事成績評定において評価を⾏
う。なお、実施できなかった場合については減点を⾏わない。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※ 経費の補正方法・工事成績表への評価方法等についての詳細は『豊田市週休２
日制実施要領』（豊田市ホームページ掲載）をご確認ください。 

 
 
４ 取組証の発⾏ 

取組証は、週休２日制⼯事に取組み、取得率28.5％以上を達成した場合のみに発⾏さ
れ、⼯事検査結果通知書の検査結果欄に記載することで代えるものとします。 

取組証の写しを契約課に提出することにより、同業種⼯事において総合評価方式の加
点となります。(詳細は、契約課に確認してください。) 

 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 
総務部 技術管理課  
TEL 0565-34-6612  

【試⾏からの変更点】  
 旧（完全週休２日制）            新（週休２日制） 
 

 
・【経費補正】 

共通仮設費、現場管理費 
 
 
 
 
・【⼯事成績評定】 

取得率が 90 ％以上 
（雨天による振替休⼯は、休⼯と 

してカウントしない） 

・【経費補正】 
労務費、機械経費、 
共通仮設費、現場管理費 

（休⼯状況４週８休、４週７休、 
4 週 6 休に応じて補正） 

 
・【⼯事成績評定】 

取得率が 28.5％（8/28）以上
（雨天による振替休⼯は、休⼯と

してカウントする） 
※取得率は要領参照 


